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(h)「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順

等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，MCCIや溶融炉

心と原子炉格納容器バウンダリの接触による原子炉格納容

器の破損を防止し，また，溶融炉心の原子炉格納容器下部へ

の落下を遅延させる又は防止するため，原子炉圧力容器へ注

水する対処設備及び手順を整備する。 

 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心溶融による原子炉格納

容器の破損を緩和するため及び溶融炉心の原子炉格納容器

下部への落下を遅延させる又は防止するため，重大事故等対

策で整備した手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失す

ることのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央

制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できる

よう，現場にてプラントパラメータを監視するための手順，

可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手

順，建物や設備の状況を目視にて確認するための手順，現場

にて直接機器を作動させるための手順等を整備する。 

 

大規模損壊発生時に原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷

却するための手順の例を次に示す。（表2.1.11参照） 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器の破損

を防止するため，格納容器下部注水系（常設）により，原

子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器下部

注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注水機能が

喪失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するため，格

納容器下部注水系（可搬型）により，原子炉格納容器の下

部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

 (h) 「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・

コンクリート相互作用や溶融炉心と原子炉格納容器バウ

ンダリの接触による原子炉格納容器の破損を防止し，ま

た，溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）への落下を

遅延させる又は防止するため，原子炉圧力容器へ注水する

対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても溶融炉心による原子炉格納

容器の破損を緩和するため及び溶融炉心のペデスタル（ドラ

イウェル部）への落下を遅延させる又は防止するため，重大

事故等対策で整備した手順を基本とし，共通要因で同時に機

能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた

手順，中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対

応できるよう，現場にてプラントパラメータを監視するため

の手順，可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するた

めの手順，建物や設備の状況を目視にて確認するための手

順，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備す

る。 

大規模損壊発生時に原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷

却するための手順の例を次に示す。（第2.1.11表参照） 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器の破損

を防止するため，格納容器下部注水系（常設）により，ペ

デスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心を冷却す

る。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器下部

注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への

注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器の破損を防止す

るため，格納容器下部注水系（可搬型）により，ペデスタ

ル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心を冷却する。 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

(h) 「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ＭＣＣＩや

溶融炉心と原子炉格納容器バウンダリの接触による原子

炉格納容器の破損を防止し，また，溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止するため，原子炉圧力容

器へ注水する対処設備及び手順を整備する。 

 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心溶融による原子炉格

納容器の破損を緩和するため及び溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延させる又は防止するため，重大事

故等対策で整備する設備を活用した手順等に加えて中央

制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場での

可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及

び中央制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手

順を整備する。 

 

 

 

大規模損壊発生時に原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための手順の例を次に示す（第11表参照）。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器の

破損を防止するため，ペデスタル代替注水系（常設）

により，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷

却する。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系(常設)による原子炉格納容器下部への

注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器の破損を防

止するため，格納容器代替スプレイ系（可搬型）又は

ペデスタル代替注水系（可搬型）により原子炉格納容

器下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水とＳＡ

時のＳＲＶ健全性確保
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器の破損を防止するため，ろ過水タンクを水源とした消火

系により，原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷

却する。 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延させる又は防止するた

め，低圧代替注水系（常設）により原子炉圧力容器に注水

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器の破損を防止するため，ろ過水貯蔵タンク又は多目的タ

ンクを水源とした消火系及び復水貯蔵タンクを水源とし

た補給水系により，ペデスタル（ドライウェル部）に落下

した溶融炉心を冷却する。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペ

デスタル（ドライウェル部）への落下を遅延させる又は防

止するため，低圧代替注水系（常設）により原子炉圧力容

器に注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納容器の破損を防止するため，復水貯蔵タンクを水源

とした復水輸送系又は補助消火水槽若しくはろ過水

タンクを水源とした消火系により原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心

の原子炉格納容器下部への落下を遅延させる又は防

止するため，低圧原子炉代替注水系（常設）により原

子炉圧力容器に注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の観点から，スプレイ管

を使用したペデスタル

内への注水手段を整備 
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表2.1.11 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.8)(1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.11表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整

備する手順（1.8） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.8）(１／３)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，五十一

条の重大事故等対処設

備として，ペデスタル代

替注水系（常設）を新規

で設置したことから，復

水輸送系を自主対策設

備として整備 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，消火系，

補給水系によるペデス

タルへの注水について，

対応手段，対処設備，手

順書一覧（2／5）にて記

載 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水とＳＡ

時のＳＲＶ健全性確保

の観点から，スプレイ管

を使用したペデスタル

内への注水手段を整備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2／5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，消火

系，復水輸送系によるペ

デスタル内への注水に

ついては，第 11 表 機

能喪失を想定する設計

基準事故対処設備と整

備する手順（1.8）（1/3）

にて記載 
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表2.1.11 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.8)(2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.8）(２／３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設代

替交流電源設備の負荷

として考慮していない

ことから，重大事故等時

の対応手段として期待

しない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，炉心損

傷後も制御棒駆動系に

よる原子炉圧力容器へ

の注水を実施 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，ほう酸水

注入系による原子炉圧

力容器へのほう酸注入

について，対応手段，対

処設備，手順書一覧(5

／5）にて記載 
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表2.1.11 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.8)(3/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.8）(３／３)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，五十一

条の重大事故等対処設

備として，ペデスタル代

替注水系（常設）を新規

で設置したことから，復

水輸送系を自主対策設

備として整備 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である，残留

熱代替除去系を五十条

の重大事故等対処設備，

四十八条の自主対策設

備として位置付けてお

り，技術的能力 1.7及び

1.5 にて手順を整備 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，消火系，

補給水系による原子炉

圧力容器の注水につい

て，対応手段，対処設備，

手順書一覧(4／5）にて

記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（5／5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ほう酸

水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水

注入について，第 11 表 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順（ 1.8）

（2/3）にて記載 
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(i)「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム

－水反応及び水の放射線分解等による水素ガスが原子炉格

納容器内に放出された場合においても水素爆発による原子

炉格納容器の破損を防止するための対処設備及び手順を整

備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉格納

容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備した手順

を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬

型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及

び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラ

ントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプ

ラントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況

を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動さ

せるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するための手順の例を次に示す。（表2.1.12参照） 

 

 

 

 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内の可

燃性ガス濃度を監視し，ジルコニウム－水反応及び水の放

射線分解等により原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素

濃度の上昇が確認された場合，格納容器圧力逃がし装置を

使用した原子炉格納容器ベント操作により原子炉格納容

器の水素ガス及び酸素ガスを排出することで原子炉格納

容器の水素爆発による破損を防止する。 

 

 

 

 

(i) 「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウ

ム－水反応及び水の放射線分解等による水素が原子炉格

納容器内に放出された場合においても水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための対処設備及び手順

を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉格

納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備した

手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのな

い可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室で

の監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現

場にてプラントパラメータを監視するための手順，可搬型

計測器にてプラントパラメータを監視するための手順，建

物や設備の状況を目視にて確認するための手順，現場にて

直接機器を作動させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための手順の例を次に示す。（第2.1.12表

参照） 

・炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器内の酸素濃

度が上昇した場合に原子炉格納容器内の可燃性ガス濃

度を低減させるため，可搬型窒素供給装置により原子炉

格納容器内へ窒素を供給する。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内の

可燃性ガス濃度を監視し，ジルコニウム－水反応及び水

の放射線分解等により原子炉格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度の上昇が確認された場合，格納容器圧力逃が

し装置を使用した原子炉格納容器ベント操作により原

子炉格納容器の水素及び酸素を排出することで原子炉

格納容器の水素爆発による破損を防止する。 

 

 

 

 

(i) 「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウ

ム－水反応，水の放射線分解等による水素ガスが原子炉格

納容器内に放出された場合においても水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための対処設備及び手順

を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉格

納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備する

設備を活用した手順等に加えて中央制御室での監視及び

制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器による

プラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷時

の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための手順の例を次に示す（第12表参照）。 

 

・炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器内の酸素

濃度が上昇した場合に原子炉格納容器内の可燃性ガ

ス濃度を低減させるため，可搬式窒素供給装置により

原子炉格納容器内へ窒素ガスを供給する。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内

の可燃性ガス濃度を監視し，ジルコニウム－水反応，

水の放射線分解等により原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度の上昇が確認された場合，格納容器フ

ィルタベント系を使用した原子炉格納容器ベント操

作により原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

を排出することで原子炉格納容器の水素爆発による

破損を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，事故発

生後７日間以内に格納

容器内に窒素を供給し

酸素濃度を抑制する必

要があるため手順を記

載 
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表2.1.12 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.9)(1/2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.12表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整

備する手順（1.9） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.9）(１／２) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，炉心損

傷後に耐圧強化ベント

を使用しない 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，格納容器

圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の水

素排出について，対応手

段，対処設備，手順書一

覧（2／4）にて記載 
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表2.1.12 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.9)(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.9）(２／２)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場操

作に使用する設備を格

納容器フィルタベント

系に含めている 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容

器フィルタベント系に

よる水素ガス及び酸素

ガスの排出について，第

12 表 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

（1.9）（1/2）にて記載 

東海第二は，格納容器

内水素濃度（ＳＡ）及び

格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ），格納容器雰囲気モ

ニタによる原子炉格納

容器内の水素濃度及び

酸素濃度監視について，

対応手段，対処設備，手

順書一覧（3／4）にて記

載  

東海第二は，代替電源

による必要な設備への

給電について，対応手

段，対処設備，手順書一

覧（4／4）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度について，

第 12 表 機能喪失を想

定する設計基準事故対

処設備と整備する手順

（1.9）（2/2）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（4／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，代替電

源による必要な設備へ

の給電について，第 12

表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備と整備する手順（1.9）

（2/2）にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-142



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(j)「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器内で発生した水素ガスが原子炉建屋等に漏えいした場合

においても，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を緩和するため，重大事故等対策で整備した手順を

基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型

重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び

制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラン

トパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラ

ントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況を

目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動させ

るための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉建屋の損傷を

防止するための手順の例を次に示す。（表2.1.13参照） 

 

 

 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，淡水貯水池を水源とし

て格納容器頂部注水系により原子炉ウェルへ注水するこ

とで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原

子炉建屋への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建屋の天井付近

の水素濃度が可燃限界に達する前に，原子炉建屋トップベ

ントを開放することにより，原子炉建屋天井部に滞留した

水素ガスを原子炉建屋外に排出し，原子炉建屋の水素爆発

を防止する。 

 

 

(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内で発生した水素が原子炉建屋等に漏えいした場合

においても，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す

るための対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を緩和するため，重大事故等対策で整備した手

順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない

可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での

監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場

にてプラントパラメータを監視するための手順，可搬型計

測器にてプラントパラメータを監視するための手順，建物

や設備の状況を目視にて確認するための手順，現場にて直

接機器を作動させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉建屋の損傷を

防止するための手順の例を次に示す。（第2.1.13表参照） 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内で発生した水素が原子炉建屋原子炉棟内に漏え

いする可能性があるため，原子炉建屋ガス処理系により

水素を大気へ排出し，原子炉建屋原子炉棟内における水

素の滞留を防止する。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，代替淡水貯槽を水源

として格納容器頂部注水系（常設），西側淡水貯水設備

又は代替淡水貯槽を水源とした格納容器頂部注水系（可

搬型）により原子炉ウェルへ注水することで原子炉格納

容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建屋への

水素漏えいを抑制する。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建屋原子炉棟

内の水素濃度が可燃限界に達する前に，原子炉建屋外側

ブローアウトパネルの開放又はブローアウトパネル閉

止装置のパネル部を開放することにより，原子炉建屋原

子炉棟内に滞留した水素を大気へ排出し，原子炉建屋の

水素爆発を防止する。 

 

(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内で発生した水素ガスが原子炉建物等に漏えいした

場合においても，水素爆発による原子炉建物等の損傷を防

止するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉建

物等の損傷を緩和するため，重大事故等対策で整備する設

備を活用した手順等に加えて中央制御室での監視及び制

御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器によるプ

ラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷時の

現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉建物の損傷

を防止するための手順の例を次に示す（第13表参照）。 

 

 

 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源として原子炉ウェル代替

注水系により原子炉ウェルに注水することで原子炉格

納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建物原

子炉棟への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建物内の水素

濃度が可燃限界に達する前に，原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル及び原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネル閉止装置を開放することにより，原子炉建物

原子炉棟４階（燃料取替階）天井部に滞留した水素ガス

を大気へ排出し，原子炉建物原子炉棟の水素爆発を防止

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，静的触

媒式水素処理装置によ

り水素爆発損傷防止対

策が可能であることを

確認しているため，非常

用ガス処理系は，水素処

理装置設備として重大

事故等対処設備として

いない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，島根２号

炉と同様な設備として，

原子炉建屋トップベン

ト設備を設置している 
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表2.1.13 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.10)(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.13表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.10） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.10）(１／２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

ウェル注水手段として

常設設備を有していな

い 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

ウェル代替注水系によ

る原子炉ウェルへの注

水（淡水／海水）を第

13 表 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

（1.10）（2/2）に記載 
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表2.1.13 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.10)(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／3） 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／3） 

 

 

第 13表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.10）(２／２)    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

ウェル注水手段として

常設設備を有していな

い 

島根２号炉は，静的触

媒式水素処理装置によ

り水素爆発損傷防止対

策が可能であることを

確認しているため，非常

用ガス処理系は，水素処

理装置設備としての重

大事故対処設備としな

い 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，島根２号

炉と同様な設備として，

原子炉建屋トップベン

ト設備を設置している 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，格納容器

頂部注水系による原子

炉ウェルへの注水を表

2.1.13 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

(1.10)（1/2）に記載 
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(k)「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は

使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料プールの水位が低下した場合において使用済

燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための対処設備及び手順を整備する。なお，使

用済燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製

ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されている。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した

場合において使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減す

るための対応設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても使用済燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物

質の放出を低減するため，重大事故等対策で整備した手順を

基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型

重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び

制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラン

トパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラ

ントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況を

目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動させ

るための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に使用済燃料プールを冷却するための

手順の例を次に示す。（表2.1.14参照） 

 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより，使用済

燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プール注水

設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に，

可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台及び(A-2級)2台により，

常設スプレイヘッダを使用したスプレイを実施すること

で，燃料損傷を緩和し，臨界を防止する。また，この場合

に，外的要因（航空機衝突又は竜巻等）により，常設スプ

レイヘッダの機能が喪失した場合には，可搬型代替注水ポ

ンプ(A-1級)1台及び(A-2級)2台により，可搬型スプレイヘ

(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は

使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料プールの水位が低下した場合において使用済燃料

プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を

防止するための対処設備及び手順を整備する。なお，使用済

燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製ラッ

クセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されている。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した場

合において使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進

行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減するた

めの対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても使用済燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質

の放出を低減するため，重大事故等対策で整備した手順を基

本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重

大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び制

御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラント

パラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラン

トパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況を目

視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動させる

ための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に使用済燃料プールを冷却するための手

順の例を次に示す。（第2.1.14表参照） 

 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより，使用済

燃料プールの水位が異常に低下し，代替燃料プール注水系

による注水を実施しても水位を維持できない場合に，常設

低圧代替注水系ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによ

り，常設スプレイヘッダを使用したスプレイを実施するこ

とで，燃料損傷を緩和し，臨界を防止する。また，この場

合に，外的要因（航空機衝突又は竜巻等）により，常設ス

プレイヘッダの機能が喪失した場合には，可搬型代替注水

大型ポンプにより，可搬型スプレイノズルを使用したスプ

(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料

プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プ

ールの水位が低下した場合において，燃料プール内の燃料

体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため

の対処設備及び手順を整備する。なお，燃料プール内の燃

料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵し

ているため，未臨界は維持されている。 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因

により当該燃料プールの水位が異常に低下した場合にお

いて，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減するための対

処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質

の放出を低減するため，重大事故等対策で整備する設備を

活用した手順等に加えて中央制御室での監視及び制御機

能が喪失した場合の現場での可搬型計測器によるプラン

トパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場

と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

大規模損壊発生時に燃料プールを冷却するための手順

の例を次に示す（第14表参照）。 

 

・燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プー

ルの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による

注水を実施しても水位を維持できない場合に，大量送

水車により，常設スプレイヘッダを使用したスプレイ

を実施することで燃料損傷を緩和し，臨界を防止す

る。また，この場合に，外的要因（航空機衝突又は竜

巻等）により，常設スプレイヘッダの機能が喪失した

場合には，大量送水車により，可搬型スプレイノズル

を使用したスプレイを実施することで，燃料損傷を緩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 
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ッダを使用したスプレイを実施することで，燃料損傷を緩

和し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイを実施することで，燃料損傷を緩和し，臨界を防止す

る。  

（添付資料2.1.12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和し，臨界を防止する。 

 

（添付資料2.1.13参照） 
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表2.1.14 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

(1.11)(1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.14表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.11） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

（1.11）(１／４) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，消火系に

よる使用済燃料プール

への注水（残留熱除去系

ラインを使用した使用

済み燃料プールへの注

水の場合）については，

対応手段，対応設備，手

順書一覧（3／7）にて記

載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，消火系

による燃料プールへの

注水（復水輸送系ライン

を使用した燃料プール

への注水の場合）につい

ては，第 14 表 機能喪

失を想定する設計基準

事故対処設備と整備す

る手順（1.11）(1/4) 

，漏えい抑制について

は，第 14 表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.11）(2/4)にて

記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違による

注水経路の相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（1／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

（1.11）(２／４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，五十四条

の可搬型代替注水設備

の要求に対し同等以上

の効果を有するとして，

常設低圧代替注水ポン

プを重大事故対処設備

と位置付けているが，島

根２号炉は可搬の燃料

プールスプレイ系を重

大事故対処設備として

位置付ける 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，漏えい抑

制については，対応手

段，対応設備，手順書一

覧（3／7）にて記載 
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表2.1.14 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

(1.11)(2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

（1.11）(３／４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，五十四条

の可搬型代替注水設備

の要求に対し同等以上

の効果を有するとして，

常設低圧代替注水ポン

プを重大事故対処設備

と位置付けているが，島

根２号炉は可搬の燃料

プールスプレイ系を重

大事故対処設備として

位置付ける 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，代替燃料

プール注水系（可搬）に

よるスプレイ，漏えい緩

和，大気への放射性物質

の拡散抑制については，

対応手段，対処設備，手

順書一覧（5／7）にて記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-151



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，燃料プ

ールスプレイ系（可搬）

によるスプレイ，漏えい

緩和，大気への放射性物

質の拡散抑制について

は，第 14 表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.11）（3/4）にて

記載 
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表2.1.14 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

(1.11)(3/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（6／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

（1.11）(４／４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替燃料

プール冷却系による除

熱については，対応手

段，対処設備，手順書一

覧（7／7）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（7／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，燃料プ

ール冷却系による除熱

については，第 14 表 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順（1.11）

（4/4）にて記載 
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(l)「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順

等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の損傷又は使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合におい

て，発電用原子炉施設外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても発電用原子炉施設外への放

射性物質の拡散を抑制するため，重大事故等対策で整備した

手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない

可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監

視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にて

プラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器に

てプラントパラメータを監視するための手順，建物や設備の

状況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作

動させるための手順等を整備する。 

 

大規模損壊発生時に発電用原子炉施設外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順の例を次に示す。（表2.1.15

参照） 

 

・炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれ又は

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷のおそれに

より原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，大容

量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲により原子炉

建屋に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制す

る。 

 

・放水により放射性物質を含む汚染水が発生する場合，防潮

堤の内側で放射性物質吸着材を設置することにより，汚染

水の海洋への放射性物質の拡散を抑制する。また，放射性

物質を含む汚染水は構内排水路を通って北放水口から海

へ流れ込むため，汚濁防止膜を設置することで，海洋への

放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

 (l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，

発電用原子炉施設外への放射性物質の拡散を抑制するための

対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても発電用原子炉施設外への放射

性物質の拡散を抑制するため，重大事故等対策で整備した手

順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可

搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視

及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプ

ラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にて

プラントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状

況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動

させるための手順等を整備する。 

 

大規模損壊発生時に発電用原子炉施設外への放射性物質の

拡散を抑制するための手順の例を次に示す。（第2.1.15表参

照） 

 

・炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれ又は

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷のおそれによ

り原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，可搬型

代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲により原子炉建

屋に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

・放水により放射性物質を含む汚染水が発生する場合，汚染

水は一般排水路を通って雨水排水路集水桝又は放水口から

海へ流れ込むため，汚濁防止膜を設置することで，海洋へ

の放射性物質の拡散を抑制する。また，防潮堤の内側で放

射性物質吸着材を設置することにより，汚染水の海洋への

放射性物質の拡散を抑制する。 

 

（添付資料2.1.13） 

(l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

の手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料

プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において,発

電用原子炉施設外への放射性物質の拡散を抑制するため

の対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても発電用原子炉施設外への

放射性物質の拡散を抑制するため，重大事故等対策で整備

する設備を活用した手順等に加えて中央制御室での監視

及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器に

よるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損

傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

 

大規模損壊発生時に発電用原子炉施設外への放射性物

質の拡散を抑制するための手順の例を次に示す（第15表参

照）。 

 

・炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれ

又は燃料プール内の燃料体等の著しい損傷のおそれ

により原子炉建物から直接放射性物質が拡散するお

それがある場合，大型送水ポンプ車，放水砲により原

子炉建物に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散

を抑制する。 

 

・放水により放射性物質を含む汚染水が発生する場合，

防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置することに

より，汚染水の海洋への放射性物質の拡散を抑制す

る。また，放射性物質を含む汚染水は雨水排水路及び

２号炉放水接合槽から海へ流れ込むため，シルトフェ

ンスを設置することで，海洋への放射性物質の拡散を

抑制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 
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表2.1.15 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.15表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.12） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，化学消

防自動車，小型動力ポン

プ付水槽車及び泡消火

薬剤容器又は小型動力

ポンプ付水槽車，化学消

防自動車，小型放水砲に

よる泡消火を実施 

柏崎 6/7は，化学消防

自動車単独又は化学消

防自動車，水槽付消防ポ

ンプ自動車及び大型化

学高所放水車による泡

消火を実施 

東海第二は，化学消防

自動車，水槽付消防ポン

プ自動車及び泡消火薬

剤容器（消防車用）によ

る泡消火を実施 

島根２号炉は，大型送

水ポンプ車にて泡消火

薬剤容器から泡消火薬

剤を吸引，混合する 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，泡消火

薬剤容器内に泡消火薬

剤を保管。柏崎 6/7は泡

薬剤備蓄車のタンクに

泡消火薬剤を保管 

【東海第二】 

島根２号炉は，放水砲

による放水開始前に放

射性物質吸着材の設置
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

による海洋拡散抑制対

策を行うため，放射性物

質吸着材は重大事故等

対処設備として位置付

けている 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の原子炉

建物周辺における航空

機衝突による航空機燃

料火災については第 15

表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備と整備する手順

（1.12）(1/1)にて記載 

東海第二の原子炉建

物周辺における航空機

衝突による航空機燃料

火災については対応手

段，対処設備，手順書一

覧（2／2）にて記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の原子炉

建物周辺における航空

機衝突による航空機燃

料火災については第 15

表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備と整備する手順

（1.12）(1/1)にて記載 

東海第二の原子炉建

物周辺における航空機
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衝突による航空機燃料

火災については対応手

段，対処設備，手順書一

覧（2／2）にて記載 
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(m)「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」 

 

イ．重大事故等対策に係る手順 

重大事故等が発生した場合において，設計基準事故の収束

に必要な水源とは別に重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事

故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設

備を複数確保し，これらの水源から注水が必要な場所への供

給を行うための対処設備及び手順を整備する。 

 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するため，重大事故等対策で整備した手

順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可

搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視

及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプ

ラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にて

プラントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状

況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動

させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に事故の収束に必要となる水の供給手

順の例を次に示す。（表2.1.16参照） 

 

・復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応

を実施している場合，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）に

より防火水槽を水源とした復水貯蔵槽への補給を実施す

る。 

 

・防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は

A-2級）により各種注水/補給する場合，防火水槽の水が枯

渇する前に淡水貯水池の水を防火水槽に補給する。 

 

 

 

 

 

 (m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」 

 

イ．重大事故等対策に係る手順 

重大事故等が発生した場合において，設計基準事故の収束

に必要な水源とは別に重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を複

数確保し，これらの水源から注水が必要な場所への供給を行

うための対処設備及び手順を整備する。 

 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても事故等の収束に必要となる十

分な量の水を供給するため，重大事故等対策で整備した手順

を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬

型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及

び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラ

ントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプ

ラントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況

を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動さ

せるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に事故の収束に必要となる水の供給手順

の例を次に示す。（第2.1.16表参照） 

 

・代替淡水貯槽を水源として常設低圧代替注水系ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプにより各種注水／補給する場

合，代替淡水貯槽の水が枯渇する前に西側淡水貯水設備等

の水を可搬型代替注水中型ポンプ等により代替淡水貯槽に

補給する。 

・西側淡水貯水設備を水源として可搬型代替注水中型ポンプ

により各種注水／補給する場合，西側淡水貯水設備の水が

枯渇する前に代替淡水貯槽等の水を可搬型代替注水大型ポ

ンプにより西側淡水貯水設備に補給する。 

 

 

 

 

(m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

重大事故等が発生した場合において，設計基準事故の収

束に必要な水源とは別に重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，設計

基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するため

に必要な設備を複数確保し，これらの水源から注水が必要

な場所への供給を行うための対処設備及び手順を整備す

る。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するため，重大事故等対策で整備す

る設備を活用した手順等に加えて中央制御室での監視及

び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器によ

るプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷

時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

大規模損壊発生時に事故の収束に必要となる水の供給

手順の例を次に示す（第16表参照）。 

 

・低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水等の対応を実施している場合，大量送水車によ

り輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を水源

とした低圧原子炉代替注水槽への補給を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大量送

水車の水中ポンプを１

台ずつ輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西

２）に投入することで両

方の淡水が利用可能な

2.1-159
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手順としていることか

ら，代替淡水源間の補給

手順を整備していない 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(1/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.13） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(１／15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（9／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，低圧原

子炉代替注水槽から可

搬型設備を用いた注水

手順はない 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（10／21） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（5／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(２／15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（6／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(３／15) 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(2/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(４／15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替循環

冷却系による原子炉圧

力容器への注水手段を

整備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替循環

冷却系による残存溶融

炉心の冷却，原子炉圧力

容器への注水並びに原

子炉圧力容器への注水

（溶融炉心のペデスタ

ル（ドライウェル部）の

床面への落下の遅延・防

止）を整備 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第 16

表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備と整備する手順

（1.13）（4/15）「1.7 原

子炉格納容器の過圧破

損を防止するための手

順等」を記載 
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第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(５／15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

水源の位置付けによ

る相違 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(3/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(６／15) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(4/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

 水源の位置付けによ

る相違 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(5/15) 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(8/15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（7／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(７／15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，フィルタ

装置への補給，原子炉格

納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及

び使用済燃料プールへ

の注水／スプレイは表

2.1.16 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

(1.13)（9/15）にて記載 

【東海第二】 

 東海第二は，原子炉冷

却材圧力バウンダリ低

圧時の原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容

器内の冷却，フィルタ装

置スクラビング水補給，

原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへ

の注水及び使用済燃料

プールへの注水／スプ

レイは対応手段，対処設

備，手順書一覧（8／21）

にて記載 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(9/15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（8／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(８／15) 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(6/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，常設の

ホースを使用せず可搬

ホースにて送水を実施 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(7/15) 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（11／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，淡

水タンクへの補給より，

直接注水を選択  
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(10/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（12／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(９／15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 海を水源とした対応

手段に使用する対処設

備の相違 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(11/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（13／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(10／15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，ほう酸水

貯蔵タンクを水源とし

た対応について，（15／

21）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（14／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，ディーゼ

ル駆動による冷却水確

保の手順を整備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（15／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，ディーゼ

ル発電機の海水冷却と

して可搬ポンプによる

海水での代替冷却手段

を整備 

【東海第二】 

東海第二は，燃料プー

ルの冷却のため，可搬ポ

ンプを使用した海水で

の冷却水確保手段を整

備 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ほう酸

水貯蔵タンクを水源と

したに対応ついて，第1

6表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備と整備する手順（1.1

3）(10/15)にて記載 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(12/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（16／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(11／15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違 

 

【東海第二】 

東海第二は，代替淡水

源（措置）の位置付けな

し 

 

・運用の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は，常設の

ホースを使用せず可搬

ホースにて送水を実施 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(13/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 水源の位置付けによ

る相違 

・記載表現の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は，代替淡

水源（措置）を水源とし

た補給及び海を水源と

した補給手段において，

第16表 機能喪失を想

定する設計基準事故対

処設備と整備する手順

（1.13）(12/15)にて記

載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（17／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，海を水

源とした低圧原子炉代

替注水槽への補給手段

について，第 16表 機

能喪失を想定する設計

基準事故対処設備と整

備する手順（1.13）

（11/15）にて記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，重大事故

等対処設備の水源間の

補給手段を整備 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(14/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（18／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(12／15) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンク以外の淡水源から

代替淡水源への補給手

段を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設系

統の一部に仮設電源か

ら給電し使用する補給

手段はなく，可搬型設備

にて対応 

・設備の相違 

【東海第二】 

水源の位置付けによる

相違 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，復水貯

蔵タンクへ水を補給す

るための手段を自主対

策設備として整備。 

 柏崎 6/7は，復水貯蔵

槽へ水を補給するため

の手段を重大事故対処

設備として整備。 

東海第二は，復水貯蔵

タンクへの補給手順は

ない 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(15/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（19／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(13／15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大量送

水車の水中ポンプを１

台ずつ輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西

２）に投入することで両

方の淡水が利用可能な

手順としていることか

ら，代替淡水源間の補給

手順を整備していない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，重大事故

等対処設備の水源間の

補給手段を整備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンク以外の淡水源から

代替淡水源への補給手

段を整備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（20／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，重大事故

等対処設備の水源間の

補給手段を整備 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンクから低圧原子炉代

替注水槽への補給手段

について，第 16表 機

能喪失を想定する設計

基準事故対処設備と整

備する手順（1.13）

（13/15）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（21／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(14／15) 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(15／15) 

 

・運用の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

島根２号炉は，復水貯

蔵タンクへ水を補給す

る水源の切り替え手段

を整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，代替淡水

源（措置）の位置付けな

し 

・運用の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は，長期的

な冷却の観点から低圧

原子炉代替注水槽から

サプレッション・チェン

バへの水源切替え手順

を整備 

・記載方針の相違  

【東海第二】  

島根２号炉は，ＤＣＨ

シナリオにおける，外部

水源から内部水源によ

る切り替えを記載 

・記載方針の相違 

【柏崎6/7】 

柏崎6/7は，代替淡水

源（措置）の切替えにつ

いて，表2.1.16 機能喪

失を想定する設計基準

事故対処設備と整備す

る手順(1.13)(15/15)に

て記載 
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(n)「1.14 電源の確保に関する手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中にお

いて原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，代替電源

から給電するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷，原子炉格

納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中において原子炉内燃料体の著しい損傷を緩

和するため，重大事故等対策で整備した手順を基本とし，共

通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等

対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機能が

喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラントパラメー

タを監視するための手順，可搬型計測器にてプラントパラメ

ータを監視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確

認するための手順，現場にて直接機器を作動させるための手

順等を整備する。 

大規模損壊発生時に電源を確保するための手順の例を次

に示す。（表2.1.17参照） 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備による給電が見込めない

場合，非常用高圧母線D系及びC系の順に復旧し，第一ガス

タービン発電機及び第二ガスタービン発電機の起動操作

を並行で行い，第一ガスタービン発電機で給電する。第一

ガスタービン発電機による給電が行えない場合は，第二ガ

スタービン発電機（緊急用高圧母線経由）による給電を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合にお

いて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中において

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，代替電源から

給電するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷，原子炉格

納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中において原子炉内燃料体の著しい損傷を緩和

するため，重大事故等対策で整備した手順を基本とし，共通

要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処

設備を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機能が喪失

した場合も対応できるよう，現場にてプラントパラメータを

監視するための手順，可搬型計測器にてプラントパラメータ

を監視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確認す

るための手順，現場にて直接機器を作動させるための手順等

を整備する。 

大規模損壊発生時に電源を確保するための手順の例を次に

示す。（第2.1.17表参照） 

 

・外部電源及び非常用所内電気設備による給電が見込めない

場合，Ｍ／Ｃ ２Ｃを優先に，常設代替交流電源設備から非

常用所内電気設備へ給電する。（緊急用Ｍ／Ｃを経由するた

め，代替所内電気設備への給電も同時に行われる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合

において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中にお

いて原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，代替電

源から給電するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷，原子炉

格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中において原子炉内燃料体の著しい損傷を緩

和するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手

順等に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失し

た場合の現場での可搬型計測器によるプラントパラメー

タ計測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時対

策所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

大規模損壊発生時に電源の確保手順の例を次に示す（第17

表参照）。 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備による給電が見込め

ない場合，非常用高圧母線Ｄ系及び非常用高圧母線Ｃ

系の順に復旧し，常設代替交流電源設備から非常用所

内電気設備へ給電する。（緊急用メタクラを経由する

ため，代替所内電気設備への給電も同時に行われる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 

・記載表現の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は，東海第

二と同様に，常設代替交

流電源設備からの給電

電路として代替所内電

気設備を経由すること

を記載 
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・当該号炉が外部電源，非常用交流電源設備，第一ガスター

ビン発電機，第二ガスタービン発電機及び電源車による給

電が見込めない場合，号炉間電力融通ケーブルを用いて他

号炉の緊急用電源切替箱断路器から当該号炉の緊急用高

圧母線までの電路を構成し，他号炉から給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部電源，非常用交流電源設備，第一ガスタービン発電機，

第二ガスタービン発電機及び電源車（緊急用高圧母線経

由）によるパワーセンターC系及びD系への給電が見込めな

い場合，可搬型代替交流電源設備（電源車）をパワーセン

ターの動力変圧器の一次側又は緊急用電源切替箱接続装

置に接続し，電源を復旧する。 

 

 

 

 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常設直

流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電ができ

ない場合，可搬型直流電源設備（電源車及びAM用直流125V

充電器）により直流電源を必要な機器に給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部電源，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備又

は代替所内電気設備によるパワーセンタ２Ｃ及び２Ｄへの

給電が見込めない場合，可搬型代替交流電源設備（可搬型

代替低圧電源車）を可搬型代替低圧電源車接続盤に接続し，

パワーセンタ２Ｃ及び２Ｄへ給電する。 

 

 

 

 

 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常設代

替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備による交流入

力電源の復旧が見込めない場合，可搬型代替直流電源設備

（可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器）により直流電

源を直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。 

 

 

・当該号炉で外部電源，非常用交流電源設備及び常設代

替交流電源設備による非常用高圧母線Ｃ系及び非常

用高圧母線Ｄ系への給電が見込めない場合，号炉間電

力融通ケーブルを使用して他号炉の非常用高圧母線

から当該号炉の非常用高圧母線Ｃ系又は非常用高圧

母線Ｄ系までの電路を構成し，他号炉から給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部電源，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設

備及び号炉間電力融通ケーブルによる非常用高圧母

線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系への給電が見込めな

い場合，可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）を

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側），

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）又

は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，非常用高圧

母線Ｃ系又は非常用高圧母線Ｄ系へ給電する。 

 

 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常

設代替交流電源設備，号炉間電力融通ケーブル及び可

搬型代替交流電源設備による交流入力電源の復旧が

見込めない場合，可搬型直流電源設備(高圧発電機車，

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器及

び230V系充電器（常用）)により直流電源を接続し，

Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ），ＳＡ対策設備用分電盤

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は敷地内に

２以上の発電用原子炉

施設がないため，電力融

通の手順がない 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ガスタ

ービン発電機を１台設

置しており，代替交流電

源設備の自主対策設備

としてのガスタービン

発電機は有していない。

なお，ガスタービン発電

機と同様の電路を使用

する高圧発電機車の手

順は「高圧発電機車によ

るＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電」に記載 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自主手

段である号炉間電力融

通を作業時間が短いこ

とから高圧発電機車に

よる給電の前に実施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 
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・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常設代

替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備による交流

電源の復旧ができない場合で，かつ可搬型直流電源設備

（電源車及びAM用直流125V充電器）による直流電源の給電

ができない場合，直流給電車を直流125V主母線盤Aに接続

し，直流電源を給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・非常用所内電気設備の電源給電機能が喪失した場合は，代

替交流電源設備である常設代替交流電源設備（又は可搬型

代替交流電源設備）及び代替直流電源設備である常設代替

直流電源設備（又は可搬型代替直流電源設備）から代替所

内電気設備へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２），230V系直流盤（ＲＣＩＣ）へ給電する。 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，所

内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設

備が機能喪失した場合で，かつ可搬型直流電源設備

（高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ

用115V系充電器及び230V系充電器（常用））による直

流電源の給電ができない場合に，直流給電車をＢ－

115V系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V

系直流盤（ＳＡ）及び230V系直流盤（常用）に接続し，

直流電源を給電する。 

 

 

 

 

・非常用所内電気設備の電源給電機能が喪失した場合

は，代替交流電源設備である常設代替交流電源設備

（又は可搬型代替交流電源設備）から代替所内電気設

備へ給電するとともに，代替直流電源設備である可搬

型直流電源設備の電路として代替所内電気設備を使

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7 同様に高圧発電機

車と常設充電器を組み

合わせた直流電源確保

を可搬型直流電源設備

とし，東海第二と同等の

設備構成となる直流給

電車による直流電源確

保は自主対策手順とし

て記載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，東海第

二と同様に代替所内電

気設備への給電につい

て記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，常設代替

直流電源設備の電路と

して代替所内電気設備

を整理 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(1/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.14） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(１／５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

柏崎 6/7は，ABWRで

あり，高圧炉心スプレイ

系専用のディーゼル発

電機はないため，本記載

はない 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，非常用直

流電源設備による給電

について対応手段，対処

設備，手順書一覧（2／8）

にて記載 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(2/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(２／５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，単独の

審査申請であり，自主対

策設備として１号炉と

の号炉間電力融通ケー

ブルを設けている。柏崎

は 6/7号炉の申請であ

るため常設と可搬型の

２種類の重大事故等対

処設備を設けており，東

海第二は敷地内に２以

上の発電用原子炉施設

はない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，燃料を

補給する設備にガスタ

ービン発電機専用のタ

ンク及びディーゼル発

電機専用のタンク２種

類を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬設備への

給油を含め，事象発生後

７日間運転を継続する

ために必要な燃料を確

保している。また，ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク

は，ガスタービン発電機

用軽油タンクに兼用す

ることなく，可搬設備へ
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給油することが可能。な

お，柏崎６/７は６・７

号炉合計４台のディー

ゼル発電機用燃料タン

クにてガスタービン発

電機及び可搬設備へ給

油し，東海第二は可搬型

設備専用のタンク及び

ガスタービン発電機と

非常用ディーゼル発電

機兼用のタンクを設置 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

代替交流電源設備によ

る給電は全てＳＡ手順

であり，柏崎 6/7は，ガ

スタービン発電機と同

様の電路を使用する高

圧発電機車の回路を自

主設備として整理 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，非常用

直流電源設備による給

電について第 17表 機

能喪失を想定する設計

基準事故対処設備と整

備する手順（1/5）にて

記載。 

東海第二は，代替交流

電源設備については，対

応手段，対処設備，手順

書一覧（3／8）にて記載 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，号炉間電
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力融通電気設備による

給電について表 2.1.17 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順(1.14) 

(3/5)にて記載 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(3/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(３／５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7 同様に高圧発電機

車と常設充電器を組み

合わせた直流電源確保

を可搬型直流電源設備

とし，東海第二と同等の

設備構成となる直流給

電車による直流電源確

保は自主対策手順とし

て記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，代替交

流電源設備について第

17表 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

（1.14）（2/5）にて記載 

【東海第二】 

 東海第二は代替直流

電源設備について対応

手段，対処設備，手順書

一覧（4／8）にて記載 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(4/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(４／５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，単独の

審査申請であり，自主対

策設備として１号炉と

の号炉間電力融通ケー

ブルを設けている。柏崎

は 6/7号炉の申請であ

るため常設と可搬型の

２種類の重大事故等対

処設備を設けており，東

海第二は敷地内に２以

上の発電用原子炉施設

はない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，非常用

ディーゼル発電機のみ

が機能喪失した場合（高

圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機は使用可

能）の手順を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，非常用

所内電気設備を経由す

るため代替所内電気設

備に号炉間電力融通ケ

ーブルを選定しない 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，代替直

流電源設備による給電

について第 17表 機能
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喪失を想定する設計基

準事故対処設備と整備

する手順（1.14）（3/5）

にて記載 

東海第二は，非常用デ

ィーゼル発電機機能喪

失時の代替交流電源に

よる給電について対応

手段，対処設備，手順書

一覧（5／8）にて記載 

・記載表現の相違 

【柏崎６/７】 

 島根２号炉は，燃料補

給設備による給油につ

いて第 17表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.14）(5/5)にて

記載 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(5/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(５／５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，単独の

審査申請であり，自主対

策設備として１号炉と

の号炉間電力融通ケー

ブルを設けている。柏崎

は 6/7号炉の申請であ

るため常設と可搬型の

２種類の重大事故等対

処設備を設けており，東

海第二は，敷地内に２以

上の発電用原子炉施設

はない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，非常用

ディーゼル発電機のみ

が機能喪失した場合（高

圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機は使用可

能）の手順を記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，燃料を

補給する設備にガスタ

ービン発電機専用のタ

ンク及びディーゼル発

電機専用のタンク２種

類を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬設備への
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給油を含め，事象発生後

７日間運転を継続する

ために必要な燃料を確

保している。また，ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク

は，ガスタービン発電機

用軽油タンクに兼用す

ることなく，可搬設備へ

給油することが可能。な

お，柏崎 6/7は，6/7号

炉合計４台のディーゼ

ル発電機用燃料タンク

にてガスタービン発電

機及び可搬設備へ給油

し，東海第二は，可搬型

設備専用のタンク及び

ガスタービン発電機と

非常用ディーゼル発電

機兼用のタンクを設置 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，燃料の補

給について表 2.1.17 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順(1.14) 

(4/4)にて記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，燃料補給

設備による給油ついて

対応手段，対処設備，手

順書一覧（7／8），（8／8）

にて記載し，可搬型代替

交流電源設備による給

電について対応手段，対

処設備，手順書一覧（6

／8）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（6／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 島根２号炉は，高圧炉

心スプレイ系ディーゼ

ル発電機が健全である

場合は「非常用ディーゼ

ル発電機機能喪失時の

代替交流電源設備によ

る給電」，その他の直流

電源確保手順は「代替直

流電源設備による給電」

にて記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬型

代替交流電源設備によ

る給電ついて第 17表 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順（1.14）

（4/5）及び（5/5）にて

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-200



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（7／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，高圧炉

心スプレイ系ディーゼ

ル発電機が健全である

場合は「非常用ディーゼ

ル発電機機能喪失時の

代替交流電源による給

電」，その他の直流電源

確保手順は「代替直流電

源設備による給電」にて

記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，自主対策

手順として海水ポンプ

による直接冷却を行う

手段を記載しているが，

島根２号炉の取水機能

喪失時の対応はガスタ

ービン発電機による給

電を行うため，非常用デ

ィーゼル発電機による

給電手順は不要 

・設備，運用の相違 

【東海第二】 

「島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電用軽油タ

ンク及びディーゼル燃

料貯蔵のタンク２種類

を設置しており，それぞ

れ可搬設備へ給油が可

能。なお，柏崎 6/7は
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６・７号炉合計４台の軽

油タンクにてガスター

ビン発電機及び可搬設

備へ給油し，東海第二は

可搬型設備専用のタン

ク及びガスタービン発

電機と非常用ディーゼ

ル発電機兼用のタンク

を設置」，「島根２号炉

は，「ガスタービン発電

機用軽油タンク又はデ

ィーゼル燃料貯蔵タン

クからタンクローリへ

の補給」の手順の中で自

動給油されることを記

載」の相違に伴い，東海

第二はタンク別に記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，燃料給

油設備による給油につ

いて第 17表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.14）（5/5）にて

記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（8／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

・設備，運用の相違 

【東海第二】 

「島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電用軽油タ

ンク及びディーゼル燃

料貯蔵のタンク２種類

を設置しており，それぞ

れ可搬設備へ給油が可

能。なお，柏崎 6/7は

６・７号炉合計４台の軽

油タンクにてガスター

ビン発電機及び可搬設

備へ給油し，東海第二は

可搬型設備専用のタン

ク及びガスタービン発

電機と非常用ディーゼ

ル発電機兼用のタンク

を設置」，「島根２号炉

は，「ガスタービン発電

機用軽油タンク又はデ

ィーゼル燃料貯蔵タン

クからタンクローリへ

の補給」の手順の中で自

動給油されることを記

載」の相違に伴い，東海

第二はタンク別に記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，燃料給

油設備による給油につ

いて第 17表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する
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手順（1.14）（5/5）にて

記載 
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(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」 

大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時に使用する設備と手順については，先に記載し

た(b)項から(n)項で示した重大事故等対策で整備する手順等を活

用することで「炉心の著しい損傷を緩和するための対策」，「原子

炉格納容器の破損を緩和するための対策」，「使用済燃料プールの

水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するた

めの対策」，「放射性物質の放出を低減させるための対策」及び「大

規模な火災が発生した場合における消火活動」の措置を行う。 

さらに，柔軟な対応を行うため上記の手順に加えて，以下の大規

模損壊に特化した手順を整備する。（第2.1.18表参照） 

 

イ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱手順 

   大規模損壊では，炉心損傷後，放射線モニタ類の指示値の

急激な上昇等により原子炉格納容器からの異常な漏えいを検

知した場合や格納容器スプレイ機能を有する重大事故等対処

設備が機能喪失した場合等を想定し，原子炉格納容器破損緩

和や放射性物質の放出低減を目的とした格納容器圧力逃がし

装置を用いた原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順を整備す

る。 

 

ロ．可搬型代替注水中型ポンプによる消火手順 

化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車，可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）等を用いた火災時の対応が困難な場

合を想定し，可搬型代替注水中型ポンプを用いた消火手順を

整備する。 

 

ハ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による使

用済燃料プールへの注水手順 

大規模な地震等により使用済燃料プールが損傷し，技術的

能力「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」に

て水位が維持できない場合，ブローアウトパネル強制開放装

置の操作による原子炉建屋外側ブローアウトパネルの開放

（ブローアウトパネル閉止装置が閉止状態である場合は，ブ

ローアウトパネル閉止装置のパネル部開放）を行い，その開

口部を介して，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放

水砲による使用済燃料プールへの注水手順を整備する。 

(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」 

大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時に使用する設備と手順については，先に記載

した(b)項から(n)項で示した重大事故等対策で整備する手順等を

活用することで「炉心の著しい損傷を緩和するための対策」，「原

子炉格納容器の破損を緩和するための対策」，「燃料プールの水位

を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策」，「放射性物質の放出を低減させるための対策」及び「大規

模な火災が発生した場合における消火活動」の措置を行う。 

さらに，柔軟な対応を行うため上記の手順に加えて，以下の大規

模損壊に特化した手順を整備する（第18表参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大規模

損壊時に特化した手順

を整備 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 大規模特化として整

備する手順の相違 
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ニ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による使

用済燃料乾式貯蔵建屋への放水手順 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムにより使用済燃料乾式貯蔵建屋に大規模な損壊

が発生した場合を想定し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用）及び放水砲による使用済燃料乾式貯蔵建屋への放水手順

を整備する。 

 

ホ．現場での可搬型計測器によるパラメータ計測及び監視手順 

   中央制御室が機能喪失する場合を想定し，現場での可搬型

計測器によるパラメータ監視手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 現場での可搬型計測器によるパラメータ計測及び監視手順 

   中央制御室が機能喪失する場合を想定し，現場での可搬型

計測器によるパラメータ監視手順を整備する。 

ⅱ 中央制御室損傷時の通信連絡手順 

中央制御室が機能喪失する場合を想定し，現場と緊急時対

策所が直接連絡できる手順を整備する。 
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第2.1.18表 大規模損壊に特化した手順（1／2） 

 

 

第2.1.18表 大規模損壊に特化した手順（2／2） 

 

 

 

 

 

 

第18表 大規模損壊に特化した手順 
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c. b.項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し中央

制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備する。 

 

d. b.項に示す大規模損壊への対応手順書については，地震，津

波及び地震と津波の重畳により発生する可能性のある大規模

損壊に対して，また，PRAの結果に基づく事故シーケンスグル

ープの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象とし

て発生する事故シーケンスについて，当該事故により発生す

る可能性のある重大事故，大規模損壊への対応をも考慮する。

加えて，大規模損壊発生時に，同等の機能を有する可搬型重

大事故等対処設備，常設重大事故等対処設備及び設計基準事

故対処設備が同時に機能喪失することなく，炉心注水，電源

確保，放射性物質拡散抑制等の各対策が上記設備のいずれか

により達成できるよう構成する。 

 

 

e. 発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対

応する手順については，大規模損壊に関する考慮事項等，米

国におけるNEIガイドの考え方も参考とする。また，当該のガ

イドの要求内容に照らして発電用原子炉施設の対応状況を確

認する。 

 

 

 

ｃ．ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し中央

制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備する。 

 

ｄ．ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書については，地震，津

波及び地震と津波の重畳により発生する可能性のある大規模損

壊に対して，また，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケンスグル

ープの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象として

発生する事故シーケンスについて，当該事故により発生する可

能性のある重大事故，大規模損壊への対応を考慮する。加えて，

大規模損壊発生時に，同等の機能を有する可搬型重大事故等対

処設備，常設重大事故等対処設備及び設計基準事故対処設備が

同時に機能喪失することなく，原子炉圧力容器への注水，電源

確保，放射性物質拡散抑制等の各対策が上記設備のいずれかに

より達成できるよう構成する。 

（添付資料2.1.14，2.1.15） 

 

ｅ．発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対応

手順については，大規模損壊に関する考慮事項等，米国におけ

るＮＥＩガイドの考え方も参考とする。また，当該のガイドの

要求内容に照らして発電用原子炉施設の対応状況を確認する。 

（添付資料2.1.16） 

 

 

 

 

ｃ.ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し中

央制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備する。 

 

ｄ.ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書は，地震，津波及び

地震と津波の重畳により発生する可能性のある大規模損壊

に対して，また，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケンスグル

ープの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象と

して発生する事故シーケンスについて，当該事故により発生

する可能性のある重大事故等及び大規模損壊への対応も考

慮する。加えて，大規模損壊発生時に，同等の機能を有する

可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故等対処設備及び設

計基準事故対処設備が同時に機能喪失することなく，炉心注

水，電源確保及び放射性物質拡散抑制等の各対策が上記設備

のいずれかにより達成できるよう構成する。 

 

 

ｅ.発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対

応手順については，大規模損壊に関する考慮事項等，米国に

おけるＮＥＩガイドの考え方も参考とする。また，当該ガイ

ドの要求内容に照らして発電用原子炉施設の対応状況を確

認する。 
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2.1.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊に至る可能性のある事象は，基準地震動及び基準

津波等の設計基準を超えるような規模の自然災害並びに故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定する。重大事

故等時に比べて発電用原子炉施設が受ける影響及び被害の程度

が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものとなる。その

ため，発電所施設の被害状況から残存する資源等を活用し事故

対応を行う。被害を受けた機器の復旧可能性の把握，判断も事

故対応の方向性を決める判断要素の一つとする。残存する資源

の把握，活用，復旧判断等の活動は，通常時の実務経験を踏ま

えた「添付資料 1.0.10 重大事故等時の体制について」で整備

する体制で引き続き対応する。 

ただし，中央制御室の機能喪失，要員の被災及び重大事故等

対処で期待する重大事故等対処設備が使用できない等の状況を

想定した場合に対処できるよう，該当する部分の体制の整備，

充実を図る。 

 

大規模損壊発生時は，重大事故等を超えるような状況を想定

した 2.1.2.1 項における大規模損壊発生時の対応手順にしたが

って活動を行うことを前提とし，中央制御室が機能喪失するよ

うな場合にも的確かつ柔軟に対処できるよう，重大事故等対策

では考慮されていない大規模損壊に対する脆弱性を補完する手

順書を用いた活動を行うための体制を整備する。 

また，中長期的な対応が必要となる場合や発電所の複数の発

電用原子炉施設で同時被災した場合にも対応できる体制を整備

する。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故

等及び大規模損壊が発生した場合でも速やかに対策を行えるよ

う，次の体制を整備する。 

• 発電所構内に緊急時対策要員，運転員，自衛消防隊合わせて

常時 100 名確保し，分散して待機する。また，故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムの発生により，中央制御

室（運転員を含む）が機能しない場合においても，対応でき

る体制を整備する。 

• 火災発生時の初期消火活動に対応するため，自衛消防隊初期

消火班についても発電所に常時確保する。 

2.1.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

おける体制については，重大事故等時の対応体制を基本とする

が，大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体

制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失含む）で

も流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊

対応のための体制を整備，充実するために，大規模損壊対応に

係る必要な計画の策定並びに災害対策要員に対する教育及び訓

練を付加して実施し体制の整備を図る。 

 

2.1.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

おける体制については，重大事故等時の対応体制を基本とする

が，大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体

制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失を含む。）

でも流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊

対応のための体制を整備，充実するために，大規模損壊対応に

係る必要な計画の策定並びに重大事故等に対処する要員に対す

る教育及び訓練を付加して実施し体制の整備を図る。 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化（具体的には島根２号

炉は，「別冊Ⅰ2.5 大規

模損壊時の体制」に記

載） 

 

2.1-209



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

• 重大事故等及び大規模損壊の対応で，高線量下における対応

が必要な場合においても，社員で対応できるよう緊急時対策

要員を確保する。 

• 緊急時対策要員の補充の見込みが立たない場合は，原子炉停

止等の措置を実施し，確保できる緊急時対策要員で，安全が

確保できる発電用原子炉の運転状態に移行する。 
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(1) 福島第一原子力発電所事故対応の課題と対策 

a. 福島第一原子力発電所事故対応の課題 

当社福島第一原子力発電所事故対応では発電所対策本部

の指揮命令が混乱し，迅速・的確な意思決定ができなかっ

たが，緊急時活動や体制面における課題及び，それぞれの

課題に対する必要要件を表 2.1.18 に示す。 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は，自社の

福島第一原子力発電所

事故の教訓を記載 

表 2.1.18 福島第一原子力発電所事故対応の課題と必要な要件 
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b. 原子力防災組織に必要な要件の整理 

柏崎刈羽原子力発電所及び本社の原子力防災組織は，福島

第一原子力発電所での課題を踏まえ，発電所の複数の発電用

原子炉施設で同時に重大事故等が発生した場合及び重大事故

等の中長期的な対応が必要となる場合でも対応できるように

するため，当社の原子力防災組織へ反映すべき必要要件及び

要件適用の考え方を表2.1.19 に整理した。 
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表 2.1.19 当社原子力防災組織へ反映すべき必要な要件と 

要件適用の考え方 

 

※ 表 2.1.18 における対応策③は設備対策のため，本表には記載

せず。 

   

 

 

なお，当社の原子力防災組織へ反映すべき必要な要件の整

理に当たり，弾力性をもった運用が可能である，米国の消防，

警察，軍等の災害現場・事件現場等における標準化された現

場指揮に関するマネジメントシステム［ICS1（Incident 

Command System）］を参考にしている。ICS の主な特徴を表

2.1.20 に示す。 
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表 2.1.20 ICS の主な特徴 

 

   

ICS は，これらの特徴を持つことから，たとえ想定を超え

るような事態を迎えても，柔軟に対応し事態を収拾すること

を目的とした弾力性を持ったシステムであり，当社の原子力

防災組織へ反映すべき必要な要件におおむね合致していると

考えている。 

   

c. 具体的な改善策 

当社の原子力防災組織の具体的な改善策について以下に記

す。（図 2.1.4～2.1.8 参照） 

（a）組織構造上の改善 

○基本的な機能として 5 つの役割にグルーピング。 

○指揮命令が混乱しないよう，また，監督限界を考慮し，指

揮官（本部長）の直属の部下（統括）を 7 名以下，統括の

直属の部下（各班の班長）も 7 名以下となるよう組織を構

成。班員についても役割に応じたチーム編成とすることで，

班長以下の指揮命令系統にも監督限界を配慮（例：総務班

の場合は，厚生チーム，警備チーム，医療チーム，総務チ

ーム等，役割ごとに分類）。 
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○号機班は，プラント状況の様相・規模に応じて縮小，拡張

可能なよう号炉ごとに配置。 

○ロジスティック機能を計画立案，現場対応機能から分離。 

○対外対応に関する責任者として対外対応統括を配置。 

○社外対応を行う要所となるポジションにはリスクコミュニ

ケーターを配置。 

○現場指揮官の意志決定をサポートする役割を持つ指揮専属

スタッフとして安全監督担当を配置。現場の安全性につい

て，指揮官（本部長）に助言を行うともに，現場作業員の

安全性を確保するために協働し，緊急時対策要員の安全確

保に努める役割を担う。安全監督担当は，部門横断的な活

動を行うことができる点で本部長，統括と各機能班長の指

揮命令系統とは異なった位置づけとなっており，現場作業

員の安全性に関し，各統括・班長に対して是正を促すこと

ができる。 

   

（b）組織運営上の改善 

○指揮命令系統上にいない人物からの指示で動くことがない

ようにする。 

○最終的な対応責任は発電所対策本部にあり，重大事故等時

における本社対策本部の役割は，事故の収束に向けた発電

所対策本部の活動の支援に徹すること，現地の所長からの

支援要請に基づいて活動することを原則とし，事故対応に

対する細かい指示や命令，コメントの発信を行わない。 

○必要な役割や対応について，あらかじめ本部長の権限を委

譲することで，各統括や班長が自発的な対応を行えるよう

にする。 

○発電所の被災状況や，プラント状況を共有する社内情報共

有ツール（チャット，COP（Common Operational Picture））

を整備することにより，発電所や本社等の関係者に電話や

紙による情報共有に加え，より円滑に情報を共有できるよ

うな環境を整備する。（図2.1.9 参照） 

○TV 会議で共有すべき情報は，全員で共有すべき情報に限定

する等，発話内容を制限することで，適切な意思決定，指

揮命令を行える環境を整備する。 

○発電所対策本部及び本社対策本部間の情報共有は，TV 会議

システム，社内情報共有ツールと併せて，同じミッション

を持つ統括，班長同士で通信連絡設備を使用し，連絡，情

報共有を行う。 
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○外部からの支援に頼らずに当社社員が自ら対応できるよう

に可搬型代替注水ポンプやホイールローダ等をあらかじめ

配備し，運転操作を習得。 

○本社は，後方支援拠点となる原子力事業所災害対策支援拠

点を速やかに立ち上げられるよう，拠点を整備し，あらか

じめ派遣する人員を決める。 

○本社は，災害発生後，発電所が必要としている資機材を迅

速に送ることができるよう，調達・輸送面に関する運用を

あらかじめ手順化。 

   

 

図 2.1.4 柏崎刈羽原子力発電所の原子力防災組織の改善 

   

 

図 2.1.5 本社の原子力防災組織の改善 
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図 2.1.6 柏崎刈羽原子力発電所 原子力防災組織 体制図 

（第 2 次緊急時態勢・参集要員召集後 6 号及び 7 号炉ともに 

運転中の場合） 
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図 2.1.7 柏崎刈羽原子力発電所 原子力防災組織 体制図 

（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）6 号及び 7 号炉ともに

運転中の場合） 
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図 2.1.8 柏崎刈羽原子力発電所 原子力防災組織 体制図 

（プルーム通過時） 

   

 

図 2.1.9 社内情報共有ツール 

   

d. 改善後の効果について 

原子力防災組織の改善により，以下の効果が期待できると

考えている。 
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・指揮命令系統が機能ごとに明確になる。 

・管理スパンが設定されたことにより，指揮者（特に本部長）

の負担が軽減され，指揮者は，プラント状況等を客観的に

俯瞰し，指示が出せるようになる。 

・本部長から各統括に権限が委譲され，各統括の指示の下，

各機能班が自律的に自班の業務に対する検討・対応を行う

ことができるようになる。 

・運用や情報共有ツール等を改善することにより，発電所対

策本部，各機能班のみならず，本社との情報共有がスムー

ズに行えるようになる。 

 

   

(2) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練の実施 

大規模損壊への対応のための運転員，緊急時対策要員及び

自衛消防隊への教育及び訓練については，「添付資料 1.0.9 重

大事故等対策の対処に係る教育及び訓練について」で示す重

大事故等対策にて実施する教育及び訓練を基に，大規模損壊

発生時に対応する手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を

習得するための教育及び訓練を実施する。教育及び訓練は，

各要員の役割に応じた任務を遂行するに当たり必要となる力

量を習得及び維持するために実施する。必要となる力量を表

2.1.21 に示す。また，大規模損壊発生時に対応する発電所対

策本部とそれを支援する組織の実効性等を確認するための定

期的な総合訓練を継続的に実施する。 

 

 

 

 

大規模損壊のような過酷な状況下で対応するためには，更

に下記事項を実施することで不測の事態にも対処することが

可能となる。 

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練の実施 

 大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に応

じて的確，かつ，柔軟に対処するために必要な力量を確保する

ため，災害対策要員への教育及び訓練については，重大事故等

対策の対処に係る教育及び訓練に加え，過酷な状況下において

も柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時に対応する手順及び

事故対応用の資機材の取扱い等を習得するための教育及び訓練

を実施する。また，重大事故等対応要員においては，役割に応

じて付与される力量に加え，流動性をもって柔軟に対応できる

ような力量を確保していくことにより，本来の役割を担う要員

以外の要員でも対応できるよう教育及び訓練の充実を図る。必

要となる力量を第 2.1.19表に示す。 

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練の実施 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に

応じて的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保する

ため，重大事故等に対処する要員への教育及び訓練について

は，重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練に加え，過酷

な状況下においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時

に対応する手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得す

るための教育及び訓練を実施する。また，緊急時対策要員の

役割に応じて付与される力量に加え，流動性をもって柔軟に

対応できるような力量を確保していくことにより，本来の役

割を担う要員以外の要員でも対応できるよう教育及び訓練の

充実を図る。必要となる力量を第 19表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の運転員

は，中央制御室及び現場

（屋内）において，プラ

ント対応に傾注してい

るため，多能化について

は考慮していない 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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 ａ．大規模損壊発生時に対応する手順及び事故対応用の資機

材の取扱い等を習得するための教育及び訓練を実施する。 

 

ａ．大規模損壊発生時に対応する手順及び事故対応用の資機材

の取扱い等を習得するための教育及び訓練を実施する。 

 

 

ａ．運転員及び緊急時対策要員については，要員の役割に応

じて付与される力量に加え，例えば要員の被災等が発生

した場合においても，優先順位の高い緩和措置の実施に

遅れが生じることがないよう，臨機応変な配員変更に対

応できる知識及び技能習得による要員の多能化を計画的

に実施する。多能化に当たっては，重大事故等時の要員

の動線を考慮して多能化の組み合わせを決定する。また，

緊急時対策要員は，本来の役割と異なる役割を夜間及び

休日（平日の勤務時間帯以外）に担う場合があるため，

「添付資料 1.0.9 重大事故等対策の対処に係る教育及び

訓練について」で示す重大事故等対策にて実施する教育

及び訓練に基づき該当者の多能化を図る。加えて，要員

が負傷する等により役割を実行できなくなった場合に

は，同じ機能を担務する下位の職位の要員が代行するか，

又は上位の職位の要員が下位の職位の要員の職務を兼務

することになるため，代行若しくは兼務対象者に対して

必要な教育を実施する。 

ｂ．重大事故等対応要員については，要員の役割に応じて付

与される力量に加え，例えば要員の被災等が発生した場合

においても，優先順位の高い緩和措置の実施に遅れが生じ

ることがないよう，臨機応変な配員変更に対応できる知識

及び技能習得による要員の多能化を計画的に実施する。 

 

ｂ．緊急時対策要員については，要員の役割に応じて付与され

る力量に加え，例えば要員の被災等が発生した場合におい

ても，優先順位の高い緩和措置の実施に遅れが生じること

がないよう，臨機応変な配員変更に対応できる知識及び技

能習得による要員の多能化を計画的に実施する。 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

ｂ．原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通常の指揮

命令系統が機能しない場合及び残存する資源等を最大限

活用しなければならない事態を想定した個別の教育及び

訓練を実施する。 

ｃ．原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通常の指揮

命令系統が機能しない場合及び残存する資源等を最大限活

用しなければならない事態を想定した個別の教育及び訓練

を実施する。 

ｃ．原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通常の指揮命

令系統が機能しない場合及び残存する資源等を最大限活用

しなければならない事態を想定した個別の教育及び訓練を

実施する。 

 

ｃ．発電所構内の要員を最大限に活用しなければならない事

態を想定した個別の教育及び訓練を実施する。 

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

ｄ．大規模損壊発生時に対応する手順及び事故対応用の資機

材の取扱い等を習得するための個別訓練を，訓練ごとに

実施頻度を定めて実施する。 

   

ｅ．事故時の対応や事故後の復旧を迅速に行うため，重大事

故等及び大規模損壊発生時の事象進展により高線量下に

なる場所を想定し放射線防護具を使用した事故時対応訓

練，夜間及び降雨並びに強風等の悪天候下等を想定した

事故時対応訓練を実施する。 
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ｆ．大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する組織

の実効性等を確認するための定期的な総合訓練を継続的

に実施する。 

ｄ．大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する組織の

実効性等を確認するための定期的な総合訓練を継続的に実

施する。 

ｄ．大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する組織の

実効性等を確認するための定期的な総合訓練を継続的に実

施する。 

 

教育及び訓練の頻度と力量評価の考え方は，次のとおりと

し，この考え方に基づき教育訓練の計画を定め，実施する。 

・各要員の役割に応じた教育及び訓練を年１回以上実施する

ことにより，各手順を習熟させ，力量の維持・向上を図る。

あわせて力量が維持されていることを確認する。 

・各要員の力量評価の結果に基づき教育及び訓練の有効性評

価を行い，年１回の実施頻度では力量の維持が困難と判断

される教育及び訓練については，年 2 回以上実施する。 

・大規模損壊の緩和措置における中央制御室での操作及び動

作状況確認等の短時間で実施できる操作以外の作業や操作

について，必要な要員数及び想定時間にて対応できるよう，

教育及び訓練を効果的かつ確実に実施する。 

・教育及び訓練の実施結果により，手順，資機材及び体制に

ついて改善要否を評価し，必要により手順，資機材の改善，

教育及び訓練計画への反映を行い，力量を含む対応能力の

向上を図る。 

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

・あらかじめ定めた連絡体制に基づき，夜間及び休日（平日

の勤務時間帯以外）を含めて必要な緊急時対策要員を非常

召集できるよう，定期的に連絡訓練を実施する。 

   

2.1-222



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表 2.1.21 大規模損壊発生時の対応に係る発電所要員の力量管理

について 

 

第 2.1.19表 大規模損壊発生時の対応に係る発電所要員の力量

管理について 

 

第 19表 大規模損壊発生時の対応に係る発電所要員の力量管理 

について 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

要員名称の相違はあ

るが，必要な作業及び力

量については相違なし 

(3) 大規模損壊発生時の体制 

「添付資料 1.0.10 重大事故等時の体制について」で整備

する発電所対策本部体制に加え，下記事項を考慮したものと

する。 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

災害対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する実施組

織及びその支援組織から構成されており，それぞれの機能ご

とに責任者を定め，役割分担を明確にし，効果的な大規模損

壊の緩和措置を実施し得る体制とする。また，東海発電所の

同時被災の場合においても，重大事故等対処設備を使用して

炉心損傷や原子炉格納容器の破損等に対応できる体制とす

る。 

大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体

制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失含む）

でも流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

緊急時対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する実施

組織及びその支援組織から構成されており，それぞれの機能

ごとに責任者を定め，役割分担を明確にし，効果的な大規模

損壊の緩和措置を実施し得る体制とする。また，複数号炉の

同時被災の場合においても，重大事故等対処設備を使用して

炉心損傷や原子炉格納容器の破損等に対応できる体制とす

る。 

大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体

制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失を含

む。）でも流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

 

ａ．大規模損壊発生時の不確実性にも対処できるよう，運転

員以外の発電所職員について，原則として全員を緊急時

対策要員とするとともに，他号炉の運転員による応援が

可能な体制を整備する。 
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ｂ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大

事故等及び大規模損壊のような原子力災害が発生した場

合にも，速やかに対策の対応を行うため，発電所構内に

緊急時対策要員，運転員及び自衛消防隊合わせて常時 100 

名確保し，大規模損壊発生時は本部長代行が初動の指揮

を執る体制を整備する。 

 

 

また，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムの発生により，中央制御室（6 号及び 7 号炉運転員を

含む）が機能しない場合もあらかじめ想定し，緊急時対

策要員で役割を変更する要員に対して事前に周知してお

くことで混乱することなく迅速な対応を可能とする。 

 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても発電

所構内に災害対策要員（指揮者等）4名，重大事故等対応要

員17名，当直（運転員）7名及び自衛消防隊11名の合計39

名を常時確保し，大規模損壊発生時は統括待機当番者が初

動の指揮を執る体制を整備する。なお，原子炉運転停止中※

については，中央制御室の当直（運転員）を5名とする。 

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が

100℃未満）及び燃料交換の期間 

また，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

の発生により，中央制御室（当直（運転員）を含む）が機

能しない場合もあらかじめ想定し，重大事故等対応要員で

役割を変更する要員に対して事前に周知しておくことで混

乱することなく迅速な対応を可能とする。 

 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても発電所

構内に緊急時対策要員 31名，運転員９名及び火災発生時の

初期消火活動に対応するための自衛消防隊７名の合計 47

名を常時確保し，大規模損壊発生時は指示者が初動の指揮

を執る体制を整備する。なお，２号炉原子炉運転停止中※

については，中央制御室の２号運転員を５名とする。    

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が

100℃未満）及び燃料交換の期間 

また，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

の発生により，中央制御室（運転員を含む。）が機能しな

い場合もあらかじめ想定し，重大事故等に対処する要員で

役割を変更する要員に対して事前に周知しておくことで

混乱することなく迅速な対応を可能とする。 

 

 

 

 

ｃ．大規模損壊発生時において，緊急時対策要員として参集

が期待される社員寮，社宅の緊急時対策要員の発電所へ

のアクセスルートは複数確保し，その中から通行可能な

ルートを選択し発電所へ参集する。なお，プラント状況

が確実に入手できない場合は，あらかじめ定めた集合場

所にて，発電所の状況等の確認を行った後，発電所へ参

集する。 

ｂ．大規模損壊発生時において，災害対策要員として参集が

期待される社員寮，社宅等の災害対策要員の発電所へのア

クセスルートは複数確保し，その中から通行可能なルート

を選択し発電所へ参集する。 

 

ｂ．大規模損壊発生時において，重大事故等に対処する要員と

して参集が期待される社員寮，社宅等の重大事故等に対処

する要員の発電所へのアクセスルートは複数確保し，その

中から通行可能なルートを選択し発電所へ参集する。なお，

プラント状況が確実に入手できない場合は，あらかじめ定

めた構外参集拠点にて，発電所の状況等の確認を行った後，

発電所へ参集する。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，プラン

トの状況が確実に入手

できない場合の対応を

明記 

ｄ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，大規

模な自然災害が発生した場合には，上記アクセスルート

による社員寮，社宅等からの参集に時間を要する可能性

があるが，その場合であっても，発電所構内に分散待機

する緊急時対策要員により優先する対応手順を必要とす

る要員数未満で対応することで当面の間は事故対応を行

えるよう多能化を図る。 

ｃ．大規模な自然災害が発生した場合には，発電所構内に常

駐する要員39名の中に被災者が発生する可能性があること

に加え，社員寮，社宅等からの交替要員参集に時間を要す

る可能性があるが，その場合であっても，当直（運転員）

及び自衛消防隊を含む発電所構内に常駐する要員により，

優先する対応手順を，必要とする要員数未満で対応するこ

とで交替要員が到着するまでの間も事故対応を行えるよう

体制を整備する。 

 

 

ｃ．大規模な自然災害が発生した場合には，発電所構内に常時

確保する重大事故等に対処する要員 47 名の中に被災者が

発生する可能性があることに加え，社員寮，社宅等からの

交替要員参集に時間を要する可能性があるが，その場合で

あっても，運転員及び自衛消防隊を含む発電所構内に常駐

する要員により，優先する対応手順を，必要とする要員数

未満で対応することで交替要員が到着するまでの間も事故

対応を行えるよう体制を整備する。 
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(4) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令

系統の確立についての基本的考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命令

系統が機能しない場合も考えられる。このような状況において

も，発電所構内に勤務している緊急時対策要員により指揮命令

系統を確立できるよう，大規模損壊発生時に対応するための体

制を次の基本的な考え方に基づき整備する。 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令

系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に常駐している災害対策要員により指揮

命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時に対応するた

めの体制を整備する。 

 

 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命

令系統の確立についての基本的考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に勤務している重大事故等に対処する要

員により指揮命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時

に対応するための体制を整備する。 

 

ａ．大規模損壊への対応に必要な要員を常時確保するため，夜

間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における運転員，緊

急時対策要員及び自衛消防隊初期消火班は，地震，津波等

の大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムが発生した場合にも対応できるよう，分

散して待機する。また，地震，津波等の大規模な自然災害

によって，待機場所への影響が考えられる場合は，屋外へ

の退避及び高台への避難等を行う。なお，建物の損壊等に

より要員が被災するような状況においても，発電所構内に

勤務している他の要員を活用する等の柔軟な対応をとる

ことを基本とする。 

ａ．大規模損壊への対応に必要な要員を常時確保するため，

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における災害対策

要員（初動）は，地震，津波等の大規模な自然災害又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した

場合にも対応できるよう，分散して待機する。また，地震，

津波等の大規模な自然災害によって，待機場所への影響が

考えられる場合は，屋外への退避及び高台への避難等を行

う。なお，建物の損壊等により要員が被災するような状況

においても，発電所構内に常駐している他の要員を活用す

る等の柔軟な対応をとることを基本とする。 

 

ａ．大規模損壊への対応に必要な要員を常時確保するため，夜

間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における重大事故等

に対処する要員は，地震，津波等の大規模な自然災害又は

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合にも対応できるよう，分散して待機する。また，地

震，津波等の大規模な自然災害によって，待機場所への影

響が考えられる場合は，屋外への退避及び高台への避難等

を行う。なお，建物の損壊等により要員が被災するような

状況においても，発電所構内に勤務している他の要員を活

用する等の柔軟な対応をとることを基本とする。 

 

ｂ．地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムの発生により，通常の原子力

防災体制での指揮命令系統が機能しない場合も考慮し，原

子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定めることで

体制を維持する。 

ｂ．地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムの発生により，通常の原子

力防災体制での指揮命令系統が機能しない場合も考慮し，

原子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定めることで

体制を維持する。 

ｂ．地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムの発生により，通常の原子力

防災体制での指揮命令系統が機能しない場合も考慮し，原

子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定めることで体

制を維持する。 

 

ｃ．6 号及び 7 号炉同時被災時には，6 号及び 7 号炉の原子

炉主任技術者は，それぞれ担当する号炉の保安監督を誠実

かつ最優先に行う。また，大規模損壊の緩和措置の実施に

当たり保安上必要な場合は，実施組織（所長を含む。）へ

指示を行い，事故の拡大防止又は影響緩和を図る。 

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

ｄ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う緊急時

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めに必要な緊急時対策要員は緊急時対策所，運転員は中央

制御室待避室にとどまり，その他の緊急時対策要員及び自

衛消防隊は発電所構外ヘ一時退避し，その後，発電所対策

本部長の指示に基づき再参集する。 

ｃ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う災害

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な災害対策要員は緊急時対策所及び第二弁操作室，

当直（運転員）の一部は中央制御室待避室にとどまり，そ

の他の災害対策要員は発電所構外へ一時退避し，その後，

災害対策本部長の指示に基づき再参集する。 

 

ｃ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う緊急時

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な緊急時対策要員は緊急時対策所，運転員は，中央

制御室待避室及び緊急時対策所にとどまり，その他の緊急

時対策要員及び自衛消防隊は発電所構外へ一時退避し，そ

の後，緊急時対策本部長の指示に基づき再参集する。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，格納容

器破損のおそれがない

場合におけるベント実

施に伴うプルーム通過
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ｅ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，発

電所対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，発電所対策本部長が，事故

対応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の

実施が必要と判断した場合は，緊急時対策要員を火災対応

の指揮命令系統の下で活動する自衛消防隊の指揮下で消

火活動に従事させる。なお，発電所対策本部の体制が整っ

た後は，発電所対策本部長の判断により，自衛消防組織を

立ち上げし，自衛消防隊による消火活動を実施する。 

ｄ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，

災害対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，災害対策本部長が，事故対

応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の実

施が必要と判断した場合は，災害対策本部の指揮命令系統

の下，放水砲等の対応を行う要員を消火活動に従事させる。 

 

 

ｄ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，緊

急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，緊急時対策本部長が，事故

対応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の

実施が必要と判断した場合は，緊急時対策要員を火災対応

の指揮命令系統の下で活動する自衛消防隊の指揮下で消火

活動に従事させる。 

 

 

時は，運転員９名のう

ち，５名は中央制御室待

避室に待避する 

【東海第二】 

島根 2号炉は，格納容

器破損のおそれがない

場合におけるベント弁

操作後の運転員は，中央

制御室待避室にとどま

る 

 

(5) 大規模損壊発生時の対応拠点 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

において，発電所対策本部長を含む発電所対策本部の緊急時対

策要員等が対応を行う拠点は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所を基本とする。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の健全性

（居住性確保，通信連絡機能等）が確認できない場合は，代替

可能なスペース及び必要に応じて風雨を凌ぐための資機材を

活用することにより発電所対策本部の指揮命令系統を維持す

る。 

また，運転員の拠点については，中央制御室が機能している

場合は中央制御室とするが，中央制御室が機能していない場合

や火災等により運転員に危険が及ぶおそれがある場合は，施設

の損壊状況，対応可能な要員等を勘案し発電所対策本部が適切

な拠点を選定する。 

 

(6) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．本社対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本社対策本部の設置による発

電所への支援体制は，「添付資料 1.0.10 重大事故等時の体

制について」で整備する支援体制と同様である。 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「添付資料 1.0.4 

外部からの支援について」で整備する原子力災害発生時の外部

支援体制と同様である。 

(4) 大規模損壊発生時の対応拠点 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

において，災害対策本部長を含む災害対策本部の災害対策本

部要員が対応を行う拠点は，緊急時対策所を基本とする。緊

急時対策所の健全性（居住性確保，通信連絡機能等）が確認

できない場合は，代替可能なスペースを有する建屋を活用す

ることにより災害対策本部の指揮命令系統を維持する。 

 

 

また，当直（運転員）の拠点については，中央制御室が機

能している場合は中央制御室とするが，中央制御室が機能し

ていない場合や火災等により当直（運転員）に危険が及ぶお

それがある場合は，施設の損壊状況，対応可能な要員等を勘

案し災害対策本部が適切な拠点を選定する。 

 

(5) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．本店対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本店対策本部の設置による発

電所への支援体制は，「技術的能力審査基準1.0」で整備す

る支援体制と同様である。 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における発電所への外部支援体制は，

「技術的能力審査基準1.0」で整備する原子力災害発生時の

外部支援体制と同様である。 

 

 

 

(4) 大規模損壊発生時の対応拠点 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

において，緊急時対策本部長を含む緊急時対策本部の緊急時

対策要員が対応を行う拠点は，緊急時対策所を基本とする。

緊急時対策所の健全性（居住性確保，通信連絡機能等）が確

認できない場合は，代替可能なスペースを有する建物を活用

することにより緊急時対策本部の指揮命令系統を維持する。 

 

 

また，運転員の拠点については，中央制御室が機能してい

る場合は中央制御室とするが，中央制御室が機能していない

場合や火災等により運転員に危険が及ぶおそれがある場合

は，施設の損壊状況及び対応可能な要員等を勘案し緊急時対

策本部が適切な拠点を選定する。 

 

(5) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．緊急時対策総本部体制の確立 

大規模損壊発生時における緊急時対策総本部の設置に

よる発電所への支援体制は，「技術的能力審査基準1.0」で

整備する支援体制と同様である。 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における発電所への外部支援体制は，

「技術的能力審査基準1.0」で整備する原子力災害発生時の

外部支援体制と同様である。 
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2.1.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，2.1.2.1 項における大規模損壊

発生時の対応手順にしたがって活動を行うために必要な重

大事故等対処設備及び資機材を配備する。 

大規模損壊発生時における資機材等の配備は，「添付資料

1.0.3 予備品等の確保及び保管場所について」で整備する。 

2.1.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，2.1.2.1項における大規模損壊

発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な重大事

故等対処設備及び資機材を次に示す基本的な考え方に基づ

き配備する。 

 

 

2.1.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，2.1.2.1項における大規模損壊

発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な重大事

故等対処設備及び資機材を次に示す基本的な考え方に基づ

き配備する。 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適

正化 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムヘの対応に必要な設備の配備及び当

該設備の防護の基本的な考え方 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で想定す

る自然現象による影響等に加え，下記の大規模な自然災害

又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響等を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異

なる場所に保管するとともに，設計基準事故対処設備と共

通要因によって同時に必要な機能が損なわれることがな

いよう，次の考え方に基づいて保管する。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムヘの対応に必要な設備の配備及び当該

設備の防護の基本的な考え方 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備す

る設備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有す

る設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同

時に機能喪失することのないよう外部事象の影響を受けに

くい場所に保管する。また，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，

同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しない

ように保管場所を分散し，かつ十分離して配備する。 

 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムヘの対応に必要な設備の配備及び当

該設備の防護の基本的な考え方 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備す

る設備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有す

る設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と

同時に機能喪失することのないよう外部事象の影響を受

けにくい場所に保管する。また，大規模な自然災害又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの共通要

因で，同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失

しないように保管場所を分散しかつ十分離して配備する。 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適

正化 

a. 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を超

える地震動に対して，地震により生ずる敷地下斜面のす

べり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤支持

力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受けない場

所に保管する。 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を超え

る地震動に対して，地震により生ずる敷地下斜面のすべ

り，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤支持力

の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受けない場所に

保管する。 

 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を超

える地震動に対して，地震により生ずる敷地下斜面の

すべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤

支持力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受けな

い場所に保管する。 

 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備は，基準津波を超える津波

に対して裕度を有する高台に保管する。 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備は，敷地に遡上する津波を超

える津波に対して裕度を有する高台に保管する。 

 

ｂ．原子炉建物外から電力又は水を供給する可搬型重大事

故等対処設備のうち，少なくとも１セットは，基準津

波を超える津波に対して裕度を有する高台に保管す

る。 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉建物外から電力又は

水を供給する可搬型設

備のうち少なくとも１

セットは高台とする 
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c. 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

を考慮して，原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理

建屋から100m以上離隔距離を確保するとともに，当該可

搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の

設計基準対象施設及び常設重大事故等対処設備から

100m 以上の離隔距離を確保した上で，当該建屋及び当

該設備と同時に影響を受けない場所に分散して配備す

る。 

ｃ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考

慮して，原子炉建屋等から100m以上離隔距離を確保する

とともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を

代替する屋外の設計基準対象施設及び常設重大事故等対

処設備から100m以上の離隔距離を確保した上で，当該建

屋及び当該設備と同時に影響を受けない場所に分散して

配備する。 

 

 

ｃ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

を考慮して，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処

理建物から100m以上離隔距離を確保するとともに，当

該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋

外の設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設

備から100m以上の離隔距離を確保したうえで，当該建

物及び当該設備と同時に影響を受けない場所に分散し

て配備する。 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

プラントの相違によ

る離隔対象設備の相違 

d. 可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して

複数箇所に分散して保管する。原子炉建屋外から電力又

は水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アクセス

ルートを確保した複数の接続口を設ける。 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複

数箇所に分散して保管する。原子炉建屋外から電力又は

水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アクセスル

ートを確保した複数の接続口を設ける。 

 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して

複数箇所に分散して保管する。原子炉建物外から電力

又は水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アク

セスルートを確保した複数の接続口を設ける。 

 

e. 地震，津波，大規模な火災等の発生に備え，アクセス

ルートを確保するために，速やかに消火及びがれき撤去

ができる資機材を当該事象による影響を受けにくい場

所に保管する。 

ｅ．地震，津波，大規模な火災等の発生に備え，アクセスル

ートを確保するために，速やかに消火及びがれき撤去が

できる資機材を当該事象による影響を受けにくい場所に

保管する。 

 

ｅ．地震，津波，大規模な火災等の発生に備え，アクセス

ルートを確保するために，速やかに消火及びがれき撤

去ができる資機材を当該事象による影響を受けにく

い場所に保管する。 

 

 

 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重

大事故等対策で配備する資機材と基本的な考え方に差異

はない。 

資機材は，炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高

線量の環境，大規模な火災の発生した環境を考慮するとと

もに，大規模な自然災害等により外部支援が受けられない

状況を想定し必要な数量を配備する。また，そのような状

況においても使用を期待できるよう，原子炉建屋及びコン

トロール建屋から100m 以上離隔をとった場所に分散して

配備する。必要な資機材には次を含む。 

 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方 

 

 

 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重

大事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，

高線量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けら

れない状況を想定し配備する。また，そのような状況にお

いても使用を期待できるよう，原子炉建屋から100m以上離

隔をとった場所に分散して配備する。 

 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方 

 

 

 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重

大事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，

高線量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けら

れない状況を想定し配備する。また，そのような状況にお

いても使用を期待できるよう，原子炉建物，制御室建物及

び廃棄物処理建物から100m以上離隔をとった場所に，分散

して配備する。 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適

正化 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

プラントの相違によ

る離隔対象設備の相違 

a. 全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために

必要な照明機能を有する資機材を配備する。 

ａ．全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために必

要な照明機能を有する資機材を配備する。 

ａ．全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために

必要な照明機能を有する資機材を配備する。 
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b. 地震及び津波のような大規模な自然災害による油タン

ク火災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模

な航空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施

するために着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び大

容量送水車（原子炉建屋放水設備用）や放水砲等の消火

設備を配備する。 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク

火災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な

航空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施す

るために着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び可搬

型代替注水大型ポンプ（放水用）や放水砲等の消火設備

を配備する。 

 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タン

ク火災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規

模な航空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を

実施するために着用する防護具，消火薬剤等の資機材

及び大型送水ポンプ車や放水砲等の消火設備を配備す

る。 

 

 

c. 炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環

境下において，事故対応のために着用するマスク，高線

量対応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配備す

る。 

ｃ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境

下において，事故対応のために着用する全面マスク，高

線量対応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配備す

る。 

 

ｃ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環

境下において，事故対応のために着用する全面マスク，

高線量対応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配

備する。 

 

 

 ｄ．化学薬品等が流出した場合に備えて，マスク，長靴等の

資機材を配備する。 

 

ｄ．化学薬品等が流出した場合に備えて，マスク，長靴等

の資機材を配備する。 

 

d. 大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合

も事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の資機

材を確保する。 

ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合も

事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の資機材

を確保する。 

 

ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合

も事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の資

機材を確保する。 

 

 

e. 大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所

外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多

様な複数の通信連絡設備を整備する。また，通常の通信

連絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設備と

して，衛星電話設備，無線連絡設備，携帯型音声呼出電

話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備を配備する。 

ｆ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外

等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多様

な複数の通信連絡設備を整備する。また，通常の通信連

絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設備とし

て，衛星電話設備，無線連絡設備，携行型有線通話装置

及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備を配備する。さらに，消火活動専用の通信連絡が可能

な無線連絡設備を配備する。 

ｆ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所

外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，

多様な複数の通信連絡設備を整備する。また，通常の

通信連絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設

備として，衛星電話設備，無線通信設備，有線式通信

設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備を配備する。さらに，消火活動専用の通信連

絡が可能な無線通信設備を配備する。 

 

ｇ．大規模損壊に特化した手順に使用する資機材を配備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大規

模損壊に特化した手順

に使用する資機材を配

備 
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2.1.3 まとめ 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムにより，プラント監視機能の喪失，建屋の損壊に伴

う広範囲な機能の喪失等の大規模な損壊が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合の対応措置として，発電用原子炉施設

内において有効に機能する運転員を含む人的資源，設計基準事

故対処設備，重大事故等対処設備等の物的資源及びその時点で

得られる発電所構内外の情報を活用することにより，様々な事

態において柔軟に対応できる「手順書の整備」，「体制の整

備」及び「設備・資機材の整備」を行う方針とする。 

2.1.3 まとめ 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムにより，プラント監視機能の喪失，建屋の損壊に伴

う広範囲な機能の喪失等の大規模な損壊が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合の対応措置として，発電用原子炉施設

内において有効に機能する当直（運転員）を含む人的資源，設

計基準事故対処設備，重大事故等対処設備等の物的資源及びそ

の時点で得られる発電所構内外の情報を活用することにより，

様々な事態において柔軟に対応できる「手順書の整備」，「体

制の整備」及び「設備・資機材の整備」を行う方針とする。 

2.1.3 まとめ 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムにより，プラント監視機能の喪失，建物の損壊に伴

う広範囲な機能の喪失等の大規模な損壊が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合の対応措置として，発電用原子炉施設

内において有効に機能する運転員を含む人的資源，設計基準事

故対処設備，重大事故等対処設備等の物的資源及びその時点で

得られる発電所構内外の情報を活用することにより，様々な事

態において柔軟に対応できる「手順書の整備」，「体制の整

備」及び「設備・資機材の整備」を行う方針とする。 

「手順書の整備」においては，大規模な火災の発生に伴う消

火活動を実施する場合及び発電用原子炉施設の状況把握が困難

である場合も考慮し，可搬型重大事故等対処設備による対応を

中心とした多様性及び柔軟性を有するものとして整備する。 

「手順書の整備」においては，大規模な火災の発生に伴う消

火活動を実施する場合及び発電用原子炉施設の状況把握が困難

である場合も考慮し，可搬型重大事故等対処設備による対応を

考慮した多様性及び柔軟性を有するものとして整備する。 

「手順書の整備」においては，大規模な火災の発生に伴う消

火活動を実施する場合及び発電用原子炉施設の状況把握が困難

である場合も考慮し，可搬型重大事故等対処設備による対応を

考慮した多様性及び柔軟性を有するものとして整備する。 

「体制の整備」においては，指揮命令系統が機能しなくなる

等の通常の体制の一部が機能しない場合を考慮した対応体制を

構築するとともに，原子力防災組織の実効性等を確認するた

め，大規模損壊となる種々の想定に対して本部要員が対応方針

を決定し指示を出すまでの図上訓練，緊急時対策要員が必要と

なる力量を習得及び維持するための教育・訓練を実施する。 

「体制の整備」においては，指揮命令系統が機能しなくなる

等の通常の体制の一部が機能しない場合を考慮した対応体制を

構築するとともに，原子力防災組織の実効性等を確認するた

め，大規模損壊となる種々の想定に対して本部要員が対応方針

を決定し指示を出すまでの図上訓練，災害対策要員が必要とな

る力量を習得及び維持するための教育・訓練を実施する。 

「体制の整備」においては，指揮命令系統が機能しなくなる

等の通常の体制の一部が機能しない場合を考慮した対応体制を

構築するとともに，原子力防災組織の実効性等を確認するた

め，大規模損壊となる種々の想定に対して本部要員が対応方針

を決定し指示を出すまでの図上訓練，緊急時対策要員が必要と

なる力量を習得及び維持するための教育・訓練を実施する。 

「設備・資機材の整備」においては，可搬型重大事故等対処

設備は，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう，発電

所の敷地特性を活かし，構内の高台に分散配置するとともに，

原子炉建屋から離隔距離を置いて配備する。 

「設備・資機材の整備」においては，可搬型重大事故等対処

設備は，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないように，発

電所の敷地特性を活かし，構内の高台に分散配置するととも

に，原子炉建屋等から離隔距離を置いて配備する。 

「設備・資機材の整備」においては，可搬型重大事故等対処

設備は，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう，発電

所の敷地特性を活かし，原子炉建物外から電力又は水を供給す

る可搬型重大事故等対処設備のうち少なくとも１セットは構内

の高台に分散配置するとともに，原子炉建物，タービン建物及

び廃棄物処理建物から離隔距離を置いて配備する。 

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉建物外から電力又は

水を供給する可搬型設

備のうち少なくとも１

セットは高台とする

大規模損壊への対応として整備する「手順書」，「体制」及

び「設備・資機材」については，今後とも新たな知見や教育・

訓練の結果を取り入れることで，継続的に改善を図っていく。 

大規模損壊への対応として整備する「手順書」，「体制」及

び「設備・資機材」については，今後とも新たな知見や教育・

訓練の結果を取り入れることで，継続的に改善を図っていく。 

大規模損壊への対応として整備する「手順書」，「体制」及

び「設備・資機材」については，今後とも新たな知見や教育・

訓練の結果を取り入れることで，継続的に改善を図っていく。 
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